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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年９月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年６月１３日 ００時００分ごろ 

発生場所 沖縄県久米島
く め し ま

町鳥島南岸沖 

 久米島灯台から真方位０２３°１４.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°３５.６′ 東経１２６°４９.９′） 

事故の概要  漁船汐
ゆう

輝
ひ

丸は、漂泊中、さんご礁に乗り揚げた。 

 汐輝丸は、船底キールの亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年６月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 汐輝丸、９.１トン 

 ＯＮ２－１１４４（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９９ｍ（Lr）×３.３２ｍ×１.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、昭和６２年７月３０日 

 第２９０－３１１９７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成元年５月３１日 

  免許証交付日 平成３０年１０月１５日 

         （令和６年５月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キールに亀裂、機関室に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南～南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ（沖縄島沖東シナ海側）、潮汐 下げ潮の中央

期、潮の干満 大潮（６月１０日～１３日） 

 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、仲里（久米島、標準港：那覇）

では、６月１２日２１時１０分ごろ～１３日０２時３６分ごろまで下

げ潮であった。 

 鳥島東岸（潮流推算点：北緯２６°３６.０′東経１２６°５０.

６′）における６月１２日１７時００分から１３日００時００分まで

の海上保安庁の潮流推算値は、次のとおりであった。 
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月 日 時 分 流 向 流速（kn） 

６月１２日 

  １７時００分 
東北東 ０.２７ 

  １８時００分 東北東 ０.３７ 

  １９時００分 東 ０.３３ 

  ２０時００分 東 ０.１５ 

  ２１時００分 北西 ０.１０ 

  ２２時００分 北西 ０.２９ 

  ２３時００分 
北北西 

（下げ潮流 ） 
０.３８ 

６月１３日 

  ００時００分 
北北西 ０.３７ 

  ０１時００分 北北西 ０.３１ 

  ０２時００分 北北西 ０.３０ 

    ※流向は、流れ去る方向を表す。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で令和３年６月

１１日沖縄県宜野湾
ぎ の わ ん

市宜野湾漁港を出港し、翌１２日、鳥島南方海域

で朝方から同漁を開始した。 

 船長は、鳥島南方沖の水深約４００ｍの海域において、本船を風と

潮の流れに合わせて南西方から北東方へ流し、水深が４００ｍよりも

深くなったところで潮登りをして元の場所に戻り、繰り返し南西方か

ら北東方へ流して一本釣り漁を行っていた。 

 船長は、２０時３０分ごろ、片付け等を終えた後、疲れを感じ、翌

日も夜明けごろから漁を行う予定なので就寝することとし、漁を行っ

ていた時に流れていた南西方から北東方への風と潮の流れが現時点で

も変化していないと感じたので、風と潮がこのまま同じ方向に流れる

と思い込み、本船もこの流れに乗って漂流しても周囲に他船がいない

ので問題ないと考え、鳥島南方～南西方沖で機関を掛けた状態で漂泊

し、本船の居室で就寝した。 

 船長は、１３日００時００分ごろ就寝中に突然の衝撃音を聞いて目

が覚め、本船が鳥島南岸のさんご礁に乗り揚げたことを認め、直後に

機関室に降りて浸水が無いことを確認したが、本船が流されそうにな

り、漁業無線（以下単に「無線」という。）で救助要請を行った。 

 本事故発生場所付近を航行していた漁船は、無線での救助要請を聞

き、本事故発生場所へ向かうとともに１１８番通報を行った。 

 船長は、１３日０６時４５分ごろ巡視艇搭載のゴムボートにより救

助され、本船は、機関室が浸水して鳥島南岸のさんご礁に乗り揚げた

ままの状態となり、後日、大破した。 

                             

 「下げ潮流」とは、下げ潮中に流速が最強となる方向の潮流をいう。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.４ｍであった。 

 船長は、４０年以上の漁の経験があった。 

 船長は、ふだんから、漁を終えた後、広い海域において、機関を掛

けた状態で漂泊を続け、本船の居室に入って就寝していた。 

 船長は、１２日２０時３０分ごろ、片付け等を終えた後に就寝する

際、漁を行っていた時の南西方から北東方への風と潮の流れがこのま

ま同じ方向に流れると思い込んでいたが、最新の気象及び海象情報を

入手しておらず、自らの感覚で判断していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、鳥島南方沖において、船長が、南西方から北東方への風潮

流が変化していないと感じてこのまま同方向へ流れると思い込み、居

室で就寝して漂泊を続けたことから、潮流が北北西方の下げ潮流とな

ったことに気付かず、鳥島南岸沖に向けて漂流し、さんご礁に乗り揚

げたものと推定される。 

原因  本事故は、夜間、鳥島南方沖において、船長が、南西方から北東方

への風潮流が変化していないと感じてこのまま同方向へ流れると思い

込み、居室で就寝して漂泊を続けたため、潮流が北北西方の下げ潮流

となったことに気付かず、本船が、鳥島南岸沖に向けて漂流し、さん

ご礁に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、漂泊して就寝する際、今後の気象及び海象状況につい

て、自らの感覚のみで判断せず、最新の気象及び海象情報を入手

して風や潮の流れを確認の上、漂泊すること。 

 ・船長は、漂泊して就寝する際、周囲の状況を確認の上、島やさん

ご礁等から十分な距離を離して漂泊すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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沖縄島 久米島 

鳥島 

久米島 

鳥島 

✖ 

鳥島南岸のさんご礁に乗り揚げ
たままの状態の本船 

日中、鳥島南方沖の水深約４００ｍの海

域において、本船を風と潮の流れに合わ

せて南西方から北東方へ流していた。 

本船 

事故発生場所 

（令和３年６月１３日 

００時００分ごろ発生） 

６月１２日２０時３０分ごろ 

鳥島南方～南西方沖で機関を掛けた状態で

漂泊し、船長は本船の居室で就寝した。 

鳥島 潮流推算点 

久米島灯台 


